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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の利用者が閲覧可能な画像を表示する共有端末であって、
　特定の利用者の専有端末から、当該専有端末を識別するための特定の端末識別情報を取
得する取得手段と、
　所定の専有端末を識別するための所定の端末識別情報、及び所定の専有端末の利用者を
識別するための所定の利用者識別情報を関連付けて管理する端末管理サーバに対して、前
記取得手段によって取得された特定の端末識別情報を送信する送信手段と、
　前記送信手段による前記特定の端末識別情報の送信に基づいて、前記端末管理サーバか
ら送信された特定の利用者識別情報を受信する受信手段と、
　を有し、
　前記送信手段は、前記所定の利用者識別情報、及び所定の利用者の所定の電子メールア
ドレスを関連付けて管理する宛先管理サーバに対して、前記受信手段によって受信された
特定の利用者識別情報を送信し、
　前記受信手段は、前記送信手段による前記特定の利用者識別情報の送信に基づいて、前
記宛先管理サーバから送信された特定の電子メールアドレスを受信し、
　前記送信手段は、前記受信手段によって受信された特定の電子メールアドレスを送信元
のアドレスとして、所望の送信先に前記画像に係るデータを添付した電子メールを送信す
ることを特徴とする共有端末。
【請求項２】
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　前記送信手段は、前記特定の利用者による前記共有端末のログイン処理の際に、前記端
末管理サーバに対して、前記取得手段によって取得された特定の端末識別情報を送信する
請求項１に記載の共有端末。
【請求項３】
　前記電子メールを送信する前に、宛先としての前記特定の電子メールアドレスを示す宛
先設定画面を、所定の表示手段に表示する表示制御手段を有することを特徴とする請求項
１又は２に記載の共有端末。
【請求項４】
　前記表示制御手段が前記宛先設定画面を表示中に、前記取得手段が、他の専有端末から
当該他の専有端末を識別するための他の端末識別情報を取得した場合には、前記送信手段
は、前記端末管理サーバに対して、前記取得手段によって取得された前記他の端末識別情
報を送信し、
　前記受信手段は、前記送信手段による前記他の端末識別情報の送信に基づいて、前記端
末管理サーバから送信された他の利用者識別情報を受信し、
　前記送信手段は、前記宛先管理サーバに対して、前記受信手段によって受信された前記
他の利用者識別情報を送信し、
　前記受信手段は、前記送信手段による前記他の利用者識別情報の送信に基づいて、前記
宛先管理サーバから送信された他の電子メールアドレスを受信し、
　前記表示制御手段は、前記宛先設定画面に、前記特定の電子メールアドレスに加え、前
記他の電子メールアドレスを追加表示することを特徴とする請求項３に記載の共有端末。
【請求項５】
　ビットマップ形式である描画像のデータから、ＰＤＦ形式である画像データを作成する
作成手段を有し、
　前記送信手段は、前記画像に係るデータとして前記ＰＤＦ形式の画像データを添付した
前記電子メールを送信する請求項１乃至４のいずれか一項に記載の共有端末。
【請求項６】
　複数の利用者が閲覧可能な画像を表示する共有端末であって、
　特定の利用者の専有端末から、当該専有端末を識別するための特定の端末識別情報を取
得する取得手段と、
　所定の専有端末を識別するための所定の端末識別情報、及び所定の専有端末の利用者を
識別するための所定の利用者識別情報を関連付けて管理する端末管理サーバに対して、前
記取得手段によって取得された特定の端末識別情報を送信する送信手段と、
　前記送信手段によって送信された前記特定の端末識別情報を受信した前記端末管理サー
バが、前記所定の利用者識別情報と所定の利用者の所定の電子メールアドレスとを関連付
けて管理する宛先管理サーバに対して、前記特定の端末識別情報に対応する特定の利用者
識別情報を送信することに基づいて、前記宛先管理サーバから送信され、前記特定の利用
者識別情報に対応する特定の電子メールアドレスを受信する受信手段と、
　を有し、
　前記送信手段は、前記受信手段によって受信された特定の電子メールアドレスを送信元
のアドレスとして、所望の送信先に前記画像に係るデータを添付した電子メールを送信す
ることを特徴とする共有端末。
【請求項７】
　前記送信手段は、前記特定の利用者による前記共有端末のログイン処理の際に、前記端
末管理サーバに対して、前記取得手段によって取得された特定の端末識別情報を送信する
請求項６に記載の共有端末。
【請求項８】
　前記電子メールを送信する前に、宛先としての前記特定の電子メールアドレスを示す宛
先設定画面を、所定の表示手段に表示する表示制御手段を有することを特徴とする請求項
６又は７に記載の共有端末。
【請求項９】
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　前記表示制御手段が前記宛先設定画面を表示中に、前記取得手段が、他の専有端末から
当該他の専有端末を識別するための他の端末識別情報を取得した場合には、前記送信手段
は、前記端末管理サーバに対して、前記取得手段によって取得された前記他の端末識別情
報を送信し、
　前記受信手段は、前記前記送信手段による前記他の端末識別情報の送信に基づいて、前
記宛先管理サーバから送信された他の電子メールアドレスを受信し、
　前記表示制御手段は、前記宛先設定画面に、前記特定の電子メールアドレスに加え、前
記他の電子メールアドレスを追加表示することを特徴とする請求項８に記載の共有端末。
【請求項１０】
　ビットマップ形式である前記描画像のデータから、ＰＤＦ形式である画像データを作成
する作成手段を有し、
　前記送信手段は、前記画像に係るデータとして前記ＰＤＦ形式の画像データを添付した
前記電子メールを送信する請求項６乃至９のいずれか一項に記載の共有端末。
【請求項１１】
　前記共有端末は、電子黒板である請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の共有端末。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか一項に記載の共有端末と、
　前記宛先管理サーバと、
　を有する通信システム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の通信システムは、
　前記専有端末と、
　前記端末管理サーバと、
　を有する通信システム。
【請求項１４】
　前記専有端末は、ＩＣカード又はスマートフォンである請求項１３に記載の通信システ
ム。
【請求項１５】
　複数の利用者が閲覧可能な画像を表示する共有端末が実行する画像送信方法であって、
　前記共有端末は、
　特定の利用者の専有端末から当該専有端末を識別するための特定の端末識別情報を取得
し、
　所定の専有端末を識別するための所定の端末識別情報、及び所定の専有端末の利用者を
識別するための所定の利用者識別情報を関連付けて管理する端末管理サーバに対して、前
記取得された特定の端末識別情報を送信し、
　前記特定の端末識別情報の送信に基づいて、前記端末管理サーバから送信された特定の
利用者識別情報を受信し、
　前記所定の利用者識別情報、及び所定の利用者の所定の電子メールアドレスを関連付け
て管理する宛先管理サーバに対して、前記受信した特定の利用者識別情報を送信し、
　前記特定の利用者識別情報の送信に基づいて、前記宛先管理サーバから送信された特定
の電子メールアドレスを受信し、
　前記受信された特定の電子メールアドレスを送信元のアドレスとして、所望の送信先に
前記画像に係るデータを添付した電子メールを送信する
　ことを特徴とする画像送信方法。
【請求項１６】
　複数の利用者が閲覧可能な画像を表示する共有端末が実行する画像送信方法であって、
　前記共有端末は、
　特定の利用者の専有端末から当該専有端末を識別するための特定の端末識別情報を取得
し、
　所定の専有端末を識別するための所定の端末識別情報、及び所定の専有端末の利用者を
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識別するための所定の利用者識別情報を関連付けて管理する端末管理サーバに対して、前
記取得された特定の端末識別情報を送信し、
　前記送信された前記特定の端末識別情報を受信した前記端末管理サーバが、前記所定の
利用者識別情報、及び所定の利用者の所定の電子メールアドレスを関連付けて管理する宛
先管理サーバに対して、前記特定の端末識別情報に対応する特定の利用者識別情報を送信
することに基づいて、前記宛先管理サーバから送信され、前記特定の利用者識別情報に対
応する特定の電子メールアドレスを受信し、
　前記受信された特定の電子メールアドレスを送信元のアドレスとして、所望の送信先に
前記画像に係るデータを添付した電子メールを送信することを特徴とする画像送信方法。
【請求項１７】
　コンピュータに、請求項１乃至５のいずれか一項に記載の各手段を実現させるためのプ
ログラム。
【請求項１８】
　コンピュータに、請求項６乃至１０のいずれか一項に記載の各手段を実現させるための
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、共有端末、通信システム、画像送信方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、企業の会議室や教育機関の教室等の部屋に電子黒板が設置されるようになった。
この電子黒板は、大型のタッチパネル式のディスプレイを有しており、各利用者が専用の
電子ペンや指などで描画した描画像を表示する。これにより、部屋内の各利用者が電子黒
板を共有することで、同じ描画像を見ながら会議や授業等を進めることができる。
【０００３】
　また、会議や授業後には、電子黒板に描画された描画像のデータを電子メールに添付し
、会議や授業等に参加していた各利用者の個人のＰＣ(Personal Computer)に送信するこ
とで、描画像の配布作業を簡略化できるようになった（特許文献１参照）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、電子黒板から、電子メールに添付して描画像等の画像に係るデータを送
信する場合、電子メールの送信元の電子メールアドレスが電子黒板の電子メールアドレス
となると、送信先（受信側）の利用者は、誰との会議等に参加していた際の画像に係るデ
ータが届いたのかを把握しづらいという課題が生じる。また、電子黒板側で、利用者が送
信元の電子メールアドレスを、電子黒板の電子メールアドレスから会議等の参加者の電子
メールアドレスに変更してもよいが、電子ペン等の操作による変更手続きが面倒であると
いう課題が生じる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述した課題を解決すべく、請求項１に係る発明は、複数の利用者が閲覧可能な画像を
表示する共有端末であって、特定の利用者の専有端末から、当該専有端末を識別するため
の特定の端末識別情報を取得する取得手段と、所定の専有端末を識別するための所定の端
末識別情報、及び所定の専有端末の利用者を識別するための所定の利用者識別情報を関連
付けて管理する端末管理サーバに対して、前記取得手段によって取得された特定の端末識
別情報を送信する送信手段と、前記送信手段による前記特定の端末識別情報の送信に基づ
いて、前記端末管理サーバから送信された特定の利用者識別情報を受信する受信手段と、
を有し、前記送信手段は、前記所定の利用者識別情報、及び所定の利用者の所定の電子メ
ールアドレスを関連付けて管理する宛先管理サーバに対して、前記受信手段によって受信
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された特定の利用者識別情報を送信し、前記受信手段は、前記送信手段による前記特定の
利用者識別情報の送信に基づいて、前記宛先管理サーバから送信された特定の電子メール
アドレスを受信し、前記送信手段は、前記受信手段によって受信された特定の電子メール
アドレスを送信元のアドレスとして、所望の送信先に前記画像に係るデータを添付した電
子メールを送信することを特徴とする共有端末である。
【０００６】
　また、請求項６に係る発明は、複数の利用者が閲覧可能な画像を表示する共有端末であ
って、特定の利用者の専有端末から、当該専有端末を識別するための特定の端末識別情報
を取得する取得手段と、所定の専有端末を識別するための所定の端末識別情報、及び所定
の専有端末の利用者を識別するための所定の利用者識別情報を関連付けて管理する端末管
理サーバに対して、前記取得手段によって取得された特定の端末識別情報を送信する送信
手段と、前記送信手段によって送信された前記特定の端末識別情報を受信した前記端末管
理サーバが、前記所定の利用者識別情報と所定の利用者の所定の電子メールアドレスとを
関連付けて管理する宛先管理サーバに対して、前記特定の端末識別情報に対応する特定の
利用者識別情報を送信することに基づいて、前記宛先管理サーバから送信され、前記特定
の利用者識別情報に対応する特定の電子メールアドレスを受信する受信手段と、を有し、
前記送信手段は、前記受信手段によって受信された特定の電子メールアドレスを送信元の
アドレスとして、所望の送信先に前記画像に係るデータを添付した電子メールを送信する
ことを特徴とする共有端末である。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、利用者の手間を軽減しながらも、電子メールの送信元の電子メールア
ドレスを会議等に参加していた利用者の電子メールアドレスとすることで、送信先（受信
側）の利用者は、誰との会議等に参加していた際の画像に係るデータが届いたのかを把握
しやすくなるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態に係る通信システムの概略図である。
【図２】電子黒板のハードウェア構成図である。
【図３】ＩＣカードのハードウェア構成図である。
【図４】スマートフォンのハードウェア構成図である。
【図５】サーバ、ＰＣのハードウェア構成図である。
【図６】ＭＦＰのハードウェア構成図である。
【図７】ビデオ会議端末のハードウェア構成図である。
【図８】電子黒板のディスプレイに表示された画面例である。
【図９】電子黒板のディスプレイに表示された画面例である。
【図１０】電子黒板のディスプレイに表示された画面例である。
【図１１】通信システムの機能ブロック図である。
【図１２】（Ａ）は端末管理テーブルの概念図、（Ｂ）は宛先管理テーブルの概念図であ
る。
【図１３】ログイン処理を示したシーケンス図である。
【図１４】電子黒板のディスプレイに表示された画面例である。
【図１５】利用者が電子黒板を利用する状態を示したイメージ図である。
【図１６】第１の実施形態における画像に係るデータの通信処理を示したシーケンス図で
ある。
【図１７】利用者が電子黒板を利用する状態を示したイメージ図である。
【図１８】電子メールの送信の開始処理を示すフローチャートである。
【図１９】第２の実施形態における画像に係るデータの通信処理を示したシーケンス図で
ある。
【図２０】第３の実施形態における画像に係るデータの通信処理を示したシーケンス図で
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ある。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に図面を用いて、本実施形態に係る通信システム１を詳細に説明する。
【００１０】
　＜＜システム構成の概略＞＞
　まず、通信システム１の構成の概略について説明する。図１は、本実施形態に係る通信
システムの概略図である。
【００１１】
　図１に示されているように、本実施形態の通信システム１は、電子黒板２ｘ、電子黒板
２ｙ、ＩＣ(Integrated Circuit)カード３、スマートフォン４、端末管理サーバ５、宛先
管理サーバ６、メールサーバ７、印刷サーバ８、ＭＦＰ(Multifunction Peripheral/Prod
uct/Printer)９、ＰＣ(Personal Computer)１０ａ，１０ｂ、及びビデオ会議端末１３に
よって構築されている。なお、以下では、電子黒板２ｘ、電子黒板２ｙのうち、任意の電
子黒板を「電子黒板２」として表わす。また、ＰＣ１０ａ，１０ｂのうち、任意のＰＣを
「ＰＣ１０」として表す。
【００１２】
　また、通信システム１を構成する電子黒板２、端末管理サーバ５、宛先管理サーバ６、
メールサーバ７、印刷サーバ８、ＭＦＰ９、ＰＣ１０、及びビデオ会議端末１３は、通信
ネットワーク１００を介して通信することができる。通信ネットワーク１００は、インタ
ーネット、移動体通信網、ＬＡＮ(Local Area Network)等によって構築されている。通信
ネットワーク１００には、有線通信だけでなく、３Ｇ(3rd Generation)、ＷｉＭＡＸ(Wor
ldwide Interoperability for Microwave Access)、ＬＴＥ(Long Term Evolution)等の無
線通信によるネットワークが含まれてもよい。また、電子黒板２と、ＩＣカード３及びス
マートフォン４は、それぞれＮＦＣ(Near Field Communication)(登録商標)等の近距離通
信技術によって通信可能である。また、スマートフォン４は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）等の近距離通信技術によって電子黒板２と通信してもよい。
【００１３】
　また、電子黒板２ｘと電子黒板２ｙは、それぞれ利用者によって描画された内容である
描画像のデータ（以下、「描画像データ」という）を送受信することができる。そのため
、電子黒板２ｘで描画された内容は電子黒板２ｙでも表示され、逆に、電子黒板２ｙで描
画された内容は電子黒板２ｘでも表示される。
【００１４】
　また、電子黒板２は、描画像データからＲＰＣＳ(Refined Printing Command Stream)
形式の画像データを作成し、通信ネットワーク１００を介してＭＦＰ９に送信することが
できる。更に、電子黒板２は、描画像データからＰＤＦ(Portable Document Format)形式
の画像データを作成して電子メールに添付した後、通信ネットワーク１００を介してＰＣ
１０に電子メールを送信することができる。これにより、ＭＦＰ９は描画像を印刷するこ
とができ、ＰＣ１０は描画像を表示することができる。
【００１５】
　また、電子黒板２は、利用者によって描画されていない資料やディスプレイ２２０に表
示される背景画像等の非描画像も表示することができる。この場合も、電子黒板２は、非
描画像のデータ（以下、「非描画像データ」という）からＲＰＣＳ形式の画像データを作
成し、通信ネットワーク１００を介してＭＦＰ９に送信することができる。更に、電子黒
板２は、非描画像データからＰＤＦ形式の画像データを作成して電子メールに添付した後
、通信ネットワーク１００を介してＰＣ１０に電子メールを送信することができる。
【００１６】
　なお、ＲＰＣＳ形式の画像データ及びＰＤＦ形式の画像データは、元の描画像又は元の
非描画像としての画像に係るデータである。また、電子黒板２は共有端末の一例であり、
複数の利用者が同時に同じ画像を閲覧する（見る）ことができる。ＩＣカード３及びスマ
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ートフォン４は、専有端末の一例である。専用端末は、好ましくは、利用者により携帯可
能な端末であり、例えば、会議等に携帯できる。ＭＦＰ９は、印刷装置の一例である。Ｐ
Ｃ１０は、個人端末の一例である。個人端末の例として、デスクトップＰＣ、ノートＰＣ
、タブレット端末等がある。個人端末は、ユーザが自身のメールアドレスへのアクセスに
利用されるＰＣであればよく、会議等に携帯する必要はない。
【００１７】
　また、画像データは、ＲＰＣＳ形式だけでなく、ＰＣＬ(Printer Control Language)形
式、ＰＤＬ(Page Description Language)形式、又はＰＳ(PostScript)形式であってもよ
い。
【００１８】
　図１では、利用者Ａは、ＩＣカード３を所有しており、電子黒板２を利用した会議にＩ
Ｃカード３を持参している。利用者Ｂは、スマートフォン４を所有しており、電子黒板２
を利用した会議にスマートフォン４を持参している。ＰＣ１０ａは、利用者Ａが所有して
いるＰＣである。ＰＣ１０ｂは、利用者Ｂが所有しているＰＣである。また、電子黒板２
は、ビデオ会議機能を有しており、通信ネットワーク１００を介してビデオ会議端末１３
と映像及び音声による会議等を行なうことができる。
【００１９】
　端末管理サーバ５は、専有端末を識別するための端末ＩＤ(Identification)を管理する
。宛先管理サーバ６は、各利用者が所有するＰＣの電子メールアドレスを管理する。ここ
では、各利用者が所有するＰＣの電子メールアドレスとは、各利用者のメールアドレスで
あり、宛先管理サーバ６に利用者ＩＤと紐づいて登録されている。メールサーバ７は、通
信ネットワーク１００を介する電子メールの送受信を管理する。印刷サーバ８は、電子黒
板２、ＰＣ１０から送信された画像に係るデータ（ここでは、印刷データ）を保存してお
き、ＭＦＰ９からの要求に応じてＭＦＰ９に画像に係るデータを送信する。
【００２０】
　＜＜ハードウェア構成＞＞
　続いて、図２乃至図７を用いて、通信システム１を構築する装置又は端末のハードウェ
ア構成を説明する。
【００２１】
　＜電子黒板のハードウェア構成＞
　図２は、電子黒板のハードウェア構成図である。図２に示されているように、電子黒板
２は、ＣＰＵ(Central Processing Unit)２０１、ＲＯＭ(Read Only Memory)２０２、Ｒ
ＡＭ(Random Access Memory)２０３、ＳＳＤ(Solid State Drive)２０４、ネットワーク
Ｉ／Ｆ２０５、及び、外部機器接続Ｉ／Ｆ(Interface)２０６を備えている。
【００２２】
　これらのうち、ＣＰＵ２０１は、電子黒板２全体の動作を制御する。ＲＯＭ２０２は、
ＩＰＬ(Initial Program Loader)等のＣＰＵ２０１の駆動に用いられるプログラムを記憶
する。ＲＡＭ２０３は、ＣＰＵ２０１のワークエリアとして使用される。ＳＳＤ２０４は
、電子黒板用のプログラム等の各種データを記憶する。ネットワークＩ／Ｆ２０５は、通
信ネットワーク１００を介した外部装置との通信を制御する。外部機器接続Ｉ／Ｆ２０６
は、ＵＳＢ(Universal Serial Bus)メモリ２６００、外付け機器（カメラ２４００、スピ
ーカ２３００、マイク２２００）との通信を制御する。
【００２３】
　また、電子黒板２は、キャプチャデバイス２１１、ＧＰＵ２１２、ディスプレイコント
ローラ２１３、接触センサ２１４、センサコントローラ２１５、電子ペンコントローラ２
１６、近距離通信回路２１９、近距離通信回路２１９のアンテナ２１９ａ、及び電源スイ
ッチ２２２を備えている。
【００２４】
　これらのうち、キャプチャデバイス２１１は、ＰＣ１０のディスプレイ５０８に対して
映像情報を静止画または動画として表示させる。ＧＰＵ(Graphics Processing Unit)２１
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２は、グラフィクスを専門に扱う半導体チップである。ディスプレイコントローラ２１３
は、ＧＰＵ２１２からの出力画像をディスプレイ２２０等へ出力するために画面表示の制
御及び管理を行う。接触センサ２１４は、ディスプレイ２２０上に電子ペン２５００やユ
ーザの手Ｈ等が接触したことを検知する。センサコントローラ２１５は、接触センサ２１
４の処理を制御する。接触センサ２１４は、赤外線遮断方式による座標の入力及び座標の
検出を行う。この座標の入力及び座標の検出する方法は、ディスプレイ２２０の上側両端
部に設置された２つ受発光装置が、ディスプレイ２２０に平行して複数の赤外線を放射し
、ディスプレイ２２０の周囲に設けられた反射部材によって反射されて、受光素子が放射
した光の光路と同一の光路上を戻って来る光を受光する方法である。接触センサ２１４は
、物体によって遮断された２つの受発光装置が放射した赤外線のＩＤをセンサコントロー
ラ２１５に出力し、センサコントローラ２１５が、物体の接触位置である座標位置を特定
する。電子ペンコントローラ２１６は、電子ペン２５００と通信することで、ディスプレ
イ２２０へのペン先のタッチやペン尻のタッチの有無を判断する。近距離通信回路２１９
は、ＮＦＣ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ等の通信回路である。
【００２５】
　電源スイッチ２２２は、電子黒板２の電源のＯＮ／ＯＦＦを切り換えるためのスイッチ
である。
【００２６】
　更に、電子黒板２は、バスライン２１０を備えている。バスライン２１０は、図２に示
されているＣＰＵ２０１等の各構成要素を電気的に接続するためのアドレスバスやデータ
バス等である。
【００２７】
　なお、接触センサ２１４は、赤外線遮断方式に限らず、静電容量の変化を検知すること
により接触位置を特定する静電容量方式のタッチパネル、対向する２つの抵抗膜の電圧変
化によって接触位置を特定する抵抗膜方式のタッチパネル、接触物体が表示部に接触する
ことによって生じる電磁誘導を検知して接触位置を特定する電磁誘導方式のタッチパネル
などの種々の検出手段を用いてもよい。また、電子ペンコントローラ２１６が、電子ペン
２５００のペン先及びペン尻だけでなく、電子ペン２５００のユーザが握る部分や、その
他の電子ペンの部分のタッチの有無を判断するようにしてもよい。
【００２８】
　＜ＩＣカードのハードウェア構成＞
　図３は、ＩＣカードのハードウェア構成図である。ここでは、非接触型の構成について
説明するが、接触型を利用してもよい。図３に示されているように、ＩＣカード３は、Ｉ
Ｃチップ３１０、及びアンテナコイル３３０を備えている。更に、ＩＣチップ３１０は、
ＣＰＵ３１１、ＲＯＭ３１２、ＲＡＭ３１３、ＥＥＰＲＯＭ３１４、アンテナＩ／Ｆ３１
８を備えている。
【００２９】
　これらのうち、ＣＰＵ３１１は、ＩＣカード３全体の動作を制御する。ＲＯＭ３１２は
、ＣＰＵ３１１の駆動に用いられるプログラムを記憶する。ＲＡＭ３１３は、ＣＰＵ３１
１のワークエリアとして使用される。ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable and Progra
mmable ROM）３１４は、ＩＣカード３用のプログラムや、ＩＣカード３を識別するための
端末ＩＤ等の各種データを記憶する。アンテナＩ／Ｆ３１８は、アンテナコイル３３０を
介して、外部装置と行なうデータの送受信を制御する。
【００３０】
　更に、ＩＣカード３は、バスライン３２０を備えている。バスライン３２０は、図３に
示されているＣＰＵ３１１等の各構成要素を電気的に接続するためのアドレスバスやデー
タバス等である。
【００３１】
　アンテナコイル３３０は、ＩＣカード３がリーダ・ライタ等の外部装置の発生する磁界
を通過する際に、この磁気を受けて電流を発生するためのコイルである。ＩＣカード３は
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、この電気を利用することで、ＩＣチップ３１０が起動し、外部装置のリーダ・ライタと
交信し、データの取得や提供が可能になる。
【００３２】
　＜スマートフォンのハードウェア構成＞
　図４は、スマートフォンのハードウェア構成図である。図４に示されているように、ス
マートフォン４は、ＣＰＵ４０１、ＲＯＭ４０２、ＲＡＭ４０３、ＥＥＰＲＯＭ４０４、
ＣＭＯＳセンサ４０５、加速度・方位センサ４０６、メディアＩ／Ｆ４０８、ＧＰＳ受信
部４０９を備えている。
【００３３】
　これらのうち、ＣＰＵ４０１は、スマートフォン４全体の動作を制御する。ＲＯＭ４０
２は、ＩＰＬ等のＣＰＵ４０１の駆動に用いられるプログラムを記憶する。ＲＡＭ４０３
は、ＣＰＵ４０１のワークエリアとして使用される。ＥＥＰＲＯＭ４０４は、ＣＰＵ４０
１の制御にしたがって、スマートフォン４用プログラム等の各種データの読み出し又は書
き込みを行う。ＣＭＯＳ(Complementary Metal Oxide Semiconductor)センサ４０５は、
ＣＰＵ４０１の制御に従って被写体（主にスマートフォン４を操作するユーザの自画像）
を撮像し画像データを得る。加速度・方位センサ４０６は、地磁気を検知する電子磁気コ
ンパスやジャイロコンパス、加速度センサ等の各種センサである。メディアＩ／Ｆ４０８
は、フラッシュメモリ等の記録メディア４０７に対するデータの読み出し又は書き込み（
記憶）を制御する。ＧＰＳ受信部４０９は、ＧＰＳ衛星からＧＰＳ信号を受信する。
【００３４】
　また、スマートフォン４は、遠距離通信回路４１１、カメラ４１２、撮像素子Ｉ／Ｆ４
１３、マイク４１４、スピーカ４１５、音入出力Ｉ／Ｆ４１６、ディスプレイ４１７、外
部機器接続Ｉ／Ｆ４１８、近距離通信回路４１９、近距離通信回路４１９のアンテナ４１
９ａ、及びタッチパネル４２１を備えている。
【００３５】
　これらのうち、遠距離通信回路４１１は、通信ネットワーク１００を介して、他の機器
と通信する回路である。カメラ４１２は、ＣＰＵ４０１の制御に従って被写体を撮像して
画像データを得る内蔵型の撮像手段の一種である。撮像素子Ｉ／Ｆ４１３は、カメラ４１
２の駆動を制御する回路である。マイク４１４は、音声を入力する内蔵型の集音手段の一
種である。音入出力Ｉ／Ｆ４１６は、ＣＰＵ４０１の制御に従ってマイク４１４及びスピ
ーカ４１５との間で音信号の入出力を処理する回路である。ディスプレイ４１７は、被写
体の画像や各種アイコン等を表示する液晶や有機ＥＬなどの表示手段の一種である。外部
機器接続Ｉ／Ｆ４１８は、各種の外部機器を接続するためのインターフェースである。近
距離通信回路４１９は、ＮＦＣやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ等の通信回路である。タッチパネル
４２１は、利用者がディスプレイ４１７を押下することで、スマートフォン４を操作する
入力手段の一種である。
【００３６】
　また、スマートフォン４は、バスライン４１０を備えている。バスライン４１０は、図
４に示されているＣＰＵ４０１等の各構成要素を電気的に接続するためのアドレスバスや
データバス等である。
【００３７】
　＜サーバ、ＰＣのハードウェア構成＞
　図５は、サーバ、ＰＣのハードウェア構成図である。なお、端末管理サーバ５、宛先管
理サーバ６、メールサーバ７、印刷サーバ８及びＰＣ１０ａ，１０ｂは、基本的に同様の
ハードウェア構成であるため、ここでは、端末管理サーバ５のハードウェア構成について
説明する。また、以降の説明では、宛先管理サーバ６、メールサーバ７、印刷サーバ８及
びＰＣ１０ａ，１０ｂのハードウェア構成について説明する場合には、図５に示されてい
る各構成を用いて説明する。
【００３８】
　端末管理サーバ５は、コンピュータによって構築されており、図５に示されているよう
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に、ＣＰＵ５０１、ＲＯＭ５０２、ＲＡＭ５０３、ＨＤ５０４、ＨＤＤ(Hard Disk Drive
)５０５、記録メディア５０６、メディアＩ／Ｆ５０７、ディスプレイ５０８、ネットワ
ークＩ／Ｆ５０９、キーボード５１１、マウス５１２、ＣＤ－ＲＯＭドライブ５１４、及
び、バスライン５１０を備えている。なお、端末管理サーバ５は、サーバとして機能する
ため、キーボード５１１やマウス５１２等の入力装置や、ディスプレイ５０８等の出力装
置はなくてもよい。
【００３９】
　これらのうち、ＣＰＵ５０１は、端末管理サーバ５全体の動作を制御する。ＲＯＭ５０
２は、ＩＰＬ等のＣＰＵ５０１の駆動に用いられるプログラムを記憶する。ＲＡＭ５０３
は、ＣＰＵ５０１のワークエリアとして使用される。ＨＤ５０４は、プログラム等の各種
データを記憶する。ＨＤＤ(Hard Disk Drive)５０５は、ＣＰＵ５０１の制御にしたがっ
てＨＤ５０４に対する各種データの読み出し又は書き込みを制御する。メディアＩ／Ｆ５
０７は、フラッシュメモリ等の記録メディア５０６に対するデータの読み出し又は書き込
み（記憶）を制御する。ディスプレイ５０８は、カーソル、メニュー、ウィンドウ、文字
、又は画像などの各種情報を表示する。ネットワークＩ／Ｆ５０９は、通信ネットワーク
１００を利用してデータ通信をするためのインターフェースである。キーボード５１１は
、文字、数値、各種指示などの入力のための複数のキーを備えた入力手段の一種である。
マウス５１２は、各種指示の選択や実行、処理対象の選択、カーソルの移動などを行う入
力手段の一種である。ＣＤ－ＲＯＭドライブ５１４は、着脱可能な記録媒体の一例として
のＣＤ－ＲＯＭ(Compact Disc Read Only Memory)５１３に対する各種データの読み出し
又は書き込みを制御する。
【００４０】
　また、端末管理サーバ５は、バスライン５１０を備えている。バスライン５１０は、図
５に示されているＣＰＵ５０１等の各構成要素を電気的に接続するためのアドレスバスや
データバス等である。
【００４１】
　＜ＭＦＰのハードウェア構成＞
　図６は、ＭＦＰのハードウェア構成図である。図６に示されているように、ＭＦＰ９は
、コントローラ９１０、近距離通信回路９２０、エンジン制御部９３０、操作パネル９４
０、ネットワークＩ／Ｆ９５０を備えている。
【００４２】
　これらのうち、コントローラ９１０は、コンピュータの主要部であるＣＰＵ９０１、シ
ステムメモリ（ＭＥＭ－Ｐ）９０２、ノースブリッジ（ＮＢ）９０３、サウスブリッジ（
ＳＢ）９０４、ＡＳＩＣ(Application Specific Integrated Circuit)９０６、記憶部で
あるローカルメモリ（ＭＥＭ－Ｃ）９０７、ＨＤＤ９０８、及び、記憶部であるＨＤ９０
９を有し、ＮＢ９０３とＡＳＩＣ９０６との間をＡＧＰ(Accelerated Graphics Port)バ
ス９２１で接続した構成となっている。
【００４３】
　これらのうち、ＣＰＵ９０１は、ＭＦＰ９の全体制御を行う制御部である。ＮＢ９０３
は、ＣＰＵ９０１と、ＭＥＭ－Ｐ９０２、ＳＢ９０４、及びＡＧＰバス９２１とを接続す
るためのブリッジであり、ＭＥＭ－Ｐ９０２に対する読み書きなどを制御するメモリコン
トローラと、ＰＣＩ(Peripheral Component Interconnect)マスタ及びＡＧＰターゲット
とを有する。
【００４４】
　ＭＥＭ－Ｐ９０２は、コントローラ９１０の各機能を実現させるプログラムやデータの
格納用メモリであるＲＯＭ９０２ａ、プログラムやデータの展開、及び印刷時の描画用メ
モリなどとして用いるＲＡＭ９０２ｂとからなる。なお、ＲＡＭ９０２ｂに記憶されてい
るプログラムは、インストール可能な形式又は実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ
、ＦＤ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録して提供す
るように構成してもよい。
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【００４５】
　ＳＢ９０４は、ＮＢ９０３とＰＣＩデバイス、周辺デバイスとを接続するためのブリッ
ジである。ＡＳＩＣ９０６は、画像処理用のハードウェア要素を有する画像処理用途向け
のＩＣ(Integrated Circuit)であり、ＡＧＰバス９２１、ＰＣＩバス９２２、ＨＤＤ９０
８およびＭＥＭ－Ｃ９０７をそれぞれ接続するブリッジの役割を有する。このＡＳＩＣ９
０６は、ＰＣＩターゲットおよびＡＧＰマスタ、ＡＳＩＣ９０６の中核をなすアービタ（
ＡＲＢ）、ＭＥＭ－Ｃ９０７を制御するメモリコントローラ、ハードウェアロジックなど
により画像データの座標変換などを行う複数のＤＭＡＣ(Direct Memory Access Controll
er)、並びに、スキャナ部９３１及びプリンタ部９３２との間でＰＣＩバス９２２を介し
たデータ転送を行うＰＣＩユニットとからなる。なお、ＡＳＩＣ９０６には、ＵＳＢ(Uni
versal Serial Bus)のインターフェースや、ＩＥＥＥ１３９４(Institute of Electrical
 and Electronics Engineers 1394）のインターフェースを接続するようにしてもよい。
【００４６】
　ＭＥＭ－Ｃ９０７は、コピー用画像バッファ及び符号バッファとして用いるローカルメ
モリである。ＨＤ９０９は、画像データの蓄積、印刷時に用いるフォントデータの蓄積、
フォームの蓄積を行うためのストレージである。ＨＤＤ９０８は、ＣＰＵ９０１の制御に
したがってＨＤ９０９に対するデータの読出又は書込を制御する。ＡＧＰバス９２１は、
グラフィック処理を高速化するために提案されたグラフィックスアクセラレータカード用
のバスインタフェースであり、ＭＥＭ－Ｐ９０２に高スループットで直接アクセスするこ
とにより、グラフィックスアクセラレータカードを高速にすることができる。
【００４７】
　また、近距離通信回路９２０には、近距離通信用アンテナ９２０ａが備わっている。近
距離通信回路９２０は、ＮＦＣ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ等の通信回路である。
【００４８】
　更に、エンジン制御部９３０は、スキャナ部９３１及びプリンタ部９３２によって構成
されている。また、操作パネル９４０は、現在の設定値や選択画面等を表示させ、操作者
からの入力を受け付けるタッチパネル等のパネル表示部９４０ａ、並びに、濃度の設定条
件などの画像形成に関する条件の設定値を受け付けるテンキー及びコピー開始指示を受け
付けるスタートキー等からなる操作パネル９４０ｂを備えている。コントローラ９１０は
、ＭＦＰ９全体の制御を行い、例えば、描画、通信、操作パネル９４０からの入力等を制
御する。スキャナ部９３１又はプリンタ部９３２には、誤差拡散やガンマ変換などの画像
処理を行なう制御部が含まれている。
【００４９】
　なお、ＭＦＰ９は、操作パネル９４０のアプリケーション切り替えキーにより、ドキュ
メントボックス機能、コピー機能、プリンタ機能、およびファクシミリ機能を順次に切り
替えて選択することが可能となる。ドキュメントボックス機能の選択時にはドキュメント
ボックスモードとなり、コピー機能の選択時にはコピーモードとなり、プリンタ機能の選
択時にはプリンタモードとなり、ファクシミリモードの選択時にはファクシミリモードと
なる。
【００５０】
　また、ネットワークＩ／Ｆ９５０は、通信ネットワーク１００を利用してデータ通信を
するためのインターフェースである。近距離通信回路９２０及びネットワークＩ／Ｆ９５
０は、ＰＣＩバス９２２を介して、ＡＳＩＣ９０６に電気的に接続されている。
【００５１】
　＜ビデオ会議端末のハードウェア構成＞
　図７は、本実施形態に係るビデオ会議端末のハードウェア構成図である。図７に示され
ているように、ビデオ会議端末１３は、ＣＰＵ１０１、ＲＯＭ１０２、ＲＡＭ１０３、フ
ラッシュメモリ１０４、ＳＳＤ１０５、メディアＩ／Ｆ１０７、操作ボタン１０８、電源
スイッチ１０９、バスライン１１０、ネットワークＩ／Ｆ１１１、カメラ１１２、撮像素
子Ｉ／Ｆ１１３、マイク１１４、スピーカ１１５、音入出力Ｉ／Ｆ１１６、ディスプレイ
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Ｉ／Ｆ１１７、外部機器接続Ｉ／Ｆ１１８、近距離通信回路１１９、近距離通信回路１１
９のアンテナ１１９ａを備えている。これらのうち、ＣＰＵ１０１は、ビデオ会議端末１
３全体の動作を制御する。ＲＯＭ１０２は、ＩＰＬ等のＣＰＵ１０１の駆動に用いられる
プログラムを記憶する。ＲＡＭ１０３は、ＣＰＵ１０１のワークエリアとして使用される
。フラッシュメモリ１０４は、通信用プログラム、画像データ、及び音データ等の各種デ
ータを記憶する。ＳＳＤ１０５は、ＣＰＵ１０１の制御にしたがってフラッシュメモリ１
０４に対する各種データの読み出し又は書き込みを制御する。なお、ＳＳＤに代えてＨＤ
Ｄを用いてもよい。メディアＩ／Ｆ１０７は、フラッシュメモリ等の記録メディア１０６
に対するデータの読み出し又は書き込み（記憶）を制御する。操作ボタン１０８は、ビデ
オ会議端末１３の宛先を選択する場合などに操作されるボタンである。電源スイッチ１０
９は、ビデオ会議端末１３の電源のＯＮ／ＯＦＦを切り換えるためのスイッチである。
【００５２】
　また、ネットワークＩ／Ｆ１１１は、インターネット等の通信ネットワーク１００を利
用してデータ通信をするためのインターフェースである。カメラ１１２は、ＣＰＵ１０１
の制御に従って被写体を撮像して画像データを得る内蔵型の撮像手段の一種である。撮像
素子Ｉ／Ｆ１１３は、カメラ１１２の駆動を制御する回路である。マイク１１４は、音声
を入力する内蔵型の集音手段の一種である。音入出力Ｉ／Ｆ１１６は、ＣＰＵ１０１の制
御に従ってマイク１１４及びスピーカ１１５との間で音信号の入出力を処理する回路であ
る。ディスプレイＩ／Ｆ１１７は、ＣＰＵ１０１の制御に従って外付けのディスプレイ１
２０に画像データを送信する回路である。外部機器接続Ｉ／Ｆ１１８は、各種の外部機器
を接続するためのインターフェースである。近距離通信回路１１９は、ＮＦＣ、Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ等の通信回路である。
【００５３】
　また、バスライン１１０は、図７に示されているＣＰＵ１０１等の各構成要素を電気的
に接続するためのアドレスバスやデータバス等である。
【００５４】
　ディスプレイ１２０は、被写体の画像や操作用アイコン等を表示する液晶や有機ＥＬに
よって構成された表示手段の一種である。また、ディスプレイ１２０は、ケーブル１２０
ｃによってディスプレイＩ／Ｆ１１７に接続される。このケーブル１２０ｃは、アナログ
ＲＧＢ（ＶＧＡ）信号用のケーブルであってもよいし、コンポーネントビデオ用のケーブ
ルであってもよいし、ＨＤＭＩ(High-Definition Multimedia Interface)（登録商標）や
ＤＶＩ(Digital Video Interactive)信号用のケーブルであってもよい。
【００５５】
　なお、カメラ１１２は、レンズや、光を電荷に変換して被写体の画像（映像）を電子化
する固体撮像素子を含み、固体撮像素子として、ＣＭＯＳ(Complementary Metal Oxide S
emiconductor)や、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）等が用いられる。外部機器接続Ｉ／
Ｆ１１８には、ＵＳＢケーブル等によって、外付けカメラ、外付けマイク、及び外付けス
ピーカ等の外部機器がそれぞれ接続可能である。外付けカメラが接続された場合には、Ｃ
ＰＵ１０１の制御に従って、内蔵型のカメラ１１２に優先して、外付けカメラが駆動する
。同じく、外付けマイクが接続された場合や、外付けスピーカが接続された場合には、Ｃ
ＰＵ１０１の制御に従って、それぞれが内蔵型のマイク１１４や内蔵型のスピーカ１１５
に優先して、外付けマイクや外付けスピーカが駆動する。
【００５６】
　また、記録メディア１０６は、ビデオ会議端末１３に対して着脱自在な構成となってい
る。また、ＣＰＵ１０１の制御にしたがってデータの読み出し又は書き込みを行う不揮発
性メモリであれば、フラッシュメモリ１０４に限らず、ＥＥＰＲＯＭ等を用いてもよい。
【００５７】
　＜＜電子黒板の画面例＞＞
　図８乃至図１０を用いて、電子黒板２の画面例について説明する。図８乃至図１０は、
電子黒板のディスプレイに表示された画面例である。電子黒板２はディスプレイ２２０上
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に、図８（Ａ）に示されているような描画画面２３０を表示させる。この描画画面２３０
には、利用者によって電子ペン２５００等で描画された画像が表示される。また、描画画
面２３０の右下部には、「メニュー」ボタン２３１が表示されている。「メニュー」ボタ
ン２３１は、電子黒板の各種機能を実行する際に、利用者によって押下されるボタンであ
る。ここで、利用者が電子ペン２５００等により、「メニュー」ボタン２３１を押下する
と、電子黒板２は、図８（Ｂ）に示されているように、描画画面２３０上に、各種機能を
選択するためのメニュー選択画面２３２を表示させる。
【００５８】
　メニュー選択画面２３２は、図８（Ｂ）に示されているように、「読み込み」ボタン２
３４、「保存」ボタン２３５、「印刷」ボタン２３６、「メール送信」ボタン２３７、及
び「ＱＲコード」ボタン２３９が表示されている。
【００５９】
　これらのうち、「読み込み」ボタン２３４は、電子黒板２が、既に描画されてＳＳＤ２
０４に保存されている描画像データを読み込んで、ディスプレイ２２０上に表示させるた
めのボタンである。「保存」ボタン２３５は、電子黒板２が、利用者によって描画された
描画像を描画像データとしてＳＳＤ２０４に保存するためのボタンである。「印刷」ボタ
ン２３６は、電子黒板２が描画画面２３０に表示されている描画像を、ＭＦＰ９等で印刷
させるためのボタンである。「メール送信」ボタン２３７は、電子黒板２が利用者のＰＣ
１０ａ，１０ｂ等に対して、描画画面２３０に表示されている描画像を描画像データとし
て電子メールに添付して送信するためのボタンである。「ＱＲコード」ボタン２３９は、
電子黒板２がディスプレイ２２０上に自装置を識別するための装置ＩＤが埋め込まれたＱ
Ｒコード（登録商標）を表示するためのボタンである。
【００６０】
　続いて、各ボタン２３４～２３７，２３９がそれぞれ押下された場合に、電子黒板２が
表示する画面について説明する。
【００６１】
　利用者によって「読み込み」ボタン２３４が押下されると、電子黒板２はディスプレイ
２２０上に、図９（Ａ）に示されているようなフォルダ選択画面２４０を表示させる。こ
のフォルダ選択画面２４０には、読み込まれるファイルのフォルダを選択するための複数
のフォルダアイコンが表示されている。利用者が電子ペン２５００を用いて所望のフォル
ダアイコン（例えば「フォルダ０１」）選択することで、電子黒板２はディスプレイ２２
０上に、図９（Ｂ）に示されているようなファイル選択画面２４５を表示させる。このフ
ァイル選択画面２４５には、読み込まれるファイルを選択するための複数のファイルアイ
コンが表示されている。利用者が電子ペン２５００を用いて所望のファイルアイコンを選
択することで、電子黒板２はディスプレイ２２０上に、選択されたファイルのデータに係
る描画像を含む描画画面２３０を表示させる。
【００６２】
　利用者によって「保存」ボタン２３５が押下されると、電子黒板２はディスプレイ２２
０上に、図９（Ｃ）に示されているフォルダ選択画面２５０を表示させる。このフォルダ
選択画面２５０には、保存するファイルのフォルダを選択するための複数のフォルダアイ
コンが表示されている。利用者は、電子ペン２５００を用いて所望のフォルダアイコン選
択することで、保存するフォルダの選択が可能となる。
【００６３】
　利用者によって「印刷」ボタン２３６が押下されると、電子黒板２はディスプレイ２２
０上に、図９（Ｄ）に示されている印刷設定画面２６０を表示させる。この印刷設定画面
２６０には、各種印刷パラメータが表示されているとともに、設定変更できるプルダウン
メニューが表示されている。この印刷設定画面２６０には、カラー又は白黒の選択、用紙
サイズ（Ａ４、Ａ３等）の選択、印刷面（片面又は両面）の選択、部数の増減の選択の各
メニュー２６１～２６４が表示される。また、印刷設定画面２６０のフィールド２６５に
は、印刷装置を特定するための装置名（ここでは、「ＭＦＰ９」）が表示される。印刷設
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定画面２６０には、印刷を開始する際に利用者によって押下される「印刷」ボタン２６７
が表示される。なお、図９の各画面には、その画面から図８（Ａ）に示されている描画画
面２３０に戻るための「キャンセル」ボタン２４９，２５９，２６９が表示されている。
【００６４】
　利用者Ａによって「メール送信」ボタン２３７が押下されると、電子黒板２ｘの表示制
御部２４は、ディスプレイ２２０上に、図１０（Ａ）に示されている宛先設定画面２７０
を表示させる。この宛先設定画面２７０には、既に登録された電子メールアドレスを表す
ための「登録アドレス帳」タブ２７１、及び、利用者が電子ペン２５００等で電子メール
アドレスを直接入力するための「直接入力」タブ２７２が表示されている。ここでは、「
登録アドレス帳」タブ２７１が選択されている場合が示されており、登録済みの電子メー
ルアドレスを含む登録アドレス帳欄２７３が表示されている。
【００６５】
　更に、登録アドレス帳欄２７３の下部には、実際に電子メールを送信する宛先を示す電
子メールアドレスを表示するアドレス設定欄２７４が設けられている。ここでは、利用者
Ａがログインすることで、後述のステップＳ１９によって送られて来た電子メールアドレ
ス（例えば、「ＵＳＥＲ１＠・・・」）が表示されている。また、宛先設定画面２７０に
は、電子メールの送信を開始する際に利用者によって押下される「送信」ボタン２７７が
表示されている。
【００６６】
　なお、一般には利用者が表示させることができないが、管理者やサービスエンジニア等
が表示させることができる画面として、電子黒板２はディスプレイ２２０上に、図１０（
Ｂ）に示されている電子メール設定画面２８０を表示させることができる。この電子メー
ル設定画面２８０は、サーバアドレス欄２８１、ポートナンバー欄２８２、メール送信者
のアドレス欄２８３、認証要求欄２８４、アカウント欄２８５、及び、パスワード欄２８
６を表示している。
【００６７】
　これらのうち、サーバアドレス欄２８１は、メールサーバ７のＩＰアドレスが入力され
る欄である。ポートナンバー欄２８２は、メールサーバ７が電子メールの受け付けのため
に開放しているポート番号が入力される欄である。メール送信者のアドレス欄２８３には
、メール送信元が電子黒板２であるとして、予め電子黒板２のメールアドレスが設定され
ている。即ち、予め設定されている送信元は、電子黒板２の利用者ではなく、電子黒板２
である。認証要求欄２８４は、メールサーバ７に認証要求するか否かを設定するための欄
である。アカウント欄２８５、及びパスワード欄２８６は、ＳＭＴＰ（Send Mail Transf
er Protocol）によりメールサーバ７が電子黒板２を認証するためのアカウント情報であ
る。
【００６８】
　利用者によって「ＱＲコード」ボタン２３９が押下されると、電子黒板２はディスプレ
イ２２０上に、図１０（Ｃ）に示されているＱＲコード表示画面２９０を表示させる。こ
のＱＲコード表示画面２９０には、電子黒板２（自装置）を識別するための装置ＩＤが示
されたＱＲコード２９１が表示されている。例えば、利用者は、スマートフォン等のＱＲ
コードの読み取りアプリケーションを利用して、ＱＲコード２９１を読み取ることで、電
子黒板２の装置ＩＤを取得することができる。ＱＲコード表示画面２９０には、ＱＲコー
ド表示画面２９０から描画画面２３０に戻るための「終了」ボタン２９７が表示されてい
る。図１０（Ａ），（Ｂ）の各画面には、その画面から図８（Ａ）に示されている描画画
面２３０に戻るための「キャンセル（Cancel）」ボタン２７９，２８９が表示されている
。
【００６９】
　なお、上記各ＩＤは、識別情報の一例である。即ち、装置ＩＤは、装置識別情報の一例
である。端末ＩＤは、端末識別情報の一例である。利用者ＩＤは、利用者識別情報の一例
である。また、装置識別情報及び端末識別情報には、製造番号も含まれる。また、利用者
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識別情報には、社員番号、運転免許証番号、日本の社会保障・税番号制度におけるマイナ
ンバー等が含まれる。
【００７０】
　また、上記各プログラムは、インストール可能な形式又は実行可能な形式のファイルで
、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録して流通させるようにしてもよい。録媒
体の例として、ＣＤ－Ｒ(Compact Disc Recordable)、ＤＶＤ(Digital Versatile Disk)
、ブルーレイディスク、ＳＤカード等が挙げられる。また、記録媒体は、プログラム製品
(Program Product)として、国内又は国外へ提供されることができる。
【００７１】
　更に、各サーバ５，６，７，８は、それぞれ単一のコンピュータによって構築されても
よいし、各部（機能、手段、又は記憶部）を分割して任意に割り当てられた複数のコンピ
ュータによって構築されていてもよい。
【００７２】
　＜＜通信システムの機能構成＞＞
　続いて、図１１及び図１２を用いて、本実施形態の機能構成について説明する。図１１
は、通信システムの機能ブロック図である。なお、図１１では、図１に示されている各端
末、装置、サーバのうち、後述の処理または動作に関連しているものが示されている。
【００７３】
　＜電子黒板の機能構成＞
　図１１に示されているように、電子黒板２は、送受信部２１、受付部２２、画像・音処
理部２３、表示制御部２４、判断部２５、作成部２６ａ、作成部２６ｂ、取得・提供部２
８、記憶・読出処理部２９を有している。これら各部は、図２に示されている各構成要素
のいずれかが、ＳＳＤ２０４からＲＡＭ２０３上に展開された電子黒板用プログラムに従
ったＣＰＵ２０１からの命令によって動作することで実現される機能、又は機能する手段
である。また、電子黒板２は、図２に示されているＲＡＭ２０３及びＳＳＤ２０４によっ
て構築される記憶部２０００を有している。
【００７４】
　（電子黒板の各機能構成）
　次に、電子黒板２の各構成要素について説明する。送受信部２１は、図２に示されてい
るＣＰＵ２０１からの命令、並びにネットワークＩ／Ｆ２０５及び外部機器接続Ｉ／Ｆ２
０６によって実現され、通信ネットワーク１００を介して他の端末、装置又はシステムと
各種データ（または情報）の送受信を行う。
【００７５】
　受付部２２は、主に、図２に示されているＣＰＵ２０１からの命令、並びに接触センサ
２１４及び電子ペンコントローラ２１６によって実現され、利用者による各種入力を受け
付ける。
【００７６】
　画像・音処理部２３は、図２に示されているＣＰＵ２０１からの命令によって実現され
、カメラ２４００が被写体を撮像して得た画像データに対して画像処理を行なう。また、
画像・音処理部２３は、マイク２２００によって利用者の音声が音声信号に変換された後
、この音声信号に係る音データに対して音声処理を行なう。更に、画像・音処理部２３は
、音データに係る音声信号をスピーカ２３００に出力し、スピーカ２３００から音声を出
力させる。また、画像・音処理部２３は、利用者によって電子ペン２５００や手Ｈでディ
スプレイ２２０上に描画されることで得た描画像データを座標データに変換する処理を行
なう。例えば、電子黒板２ｘが、他の拠点の電子黒板２ｙに座標データを送信すると、電
子黒板２ｙは、座標データに基づいて他の電子黒板２ｙ側のディスプレイ２２０上に同じ
内容の描画を表示する。
【００７７】
　表示制御部２４は、図２に示されているＣＰＵ２０１からの命令、及び図２に示されて
いるディスプレイコントローラ２１３によって実現され、ディスプレイ２２０に描画像を
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表示させる。
【００７８】
　判断部２５は、図２に示されているＣＰＵ２０１からの命令によって実現され、ＩＣカ
ード３やスマートフォン４から、端末ＩＤを取得したかの判断等を行なう。
【００７９】
　作成部２６ａは、図２に示されているＣＰＵ２０１からの命令によって実現され、利用
者による描画によって得られたビットマップ形式の描画像データから、ＲＰＣＳ形式の画
像データを作成する。なお、ＲＰＣＳ形式だけでなく、ＰＤＬ形式、又はＰＳ形式であて
もよい。また、作成部２６ｂは、図２に示されているＣＰＵ２０１からの命令によって実
現され、利用者による描画によって得られたビットマップ形式の描画像データから、ＰＤ
Ｆ形式の画像データを作成する。
【００８０】
　取得・提供部２８は、図２に示されているＣＰＵ２０１からの命令、及び近距離通信回
路２１９及びアンテナ２１９ａによって実行され、ＩＣカード３又はスマートフォン４と
の間で、近距離通信により、データの取得及び提供を行なう。
【００８１】
　記憶・読出処理部２９は、図２に示されているＣＰＵ２０１からの命令及びＳＳＤ２０
４によって実行され、記憶部２０００又は記録媒体２１００に各種データを記憶したり、
記憶部２０００又は記録媒体２１００に記憶された各種データを読み出したりする処理を
行う。更に、記憶部２０００には、他の電子黒板やビデオ会議端末との通信を行う際に受
信される画像データ及び音データが、受信される度に上書き記憶される。このうち、上書
きされる前の画像データによってディスプレイ２２０に画像が表示され、上書きされる前
の音データによってスピーカ２３００から音声が出力される。記録媒体２１００は、図２
に示されているＵＳＢメモリ２６００によって実現される。
【００８２】
　＜ＩＣカードの機能構成＞
　図１１に示されているように、ＩＣカード３は、取得・提供部３８、記憶・読出処理部
３９を有している。これら各部は、図３に示されている各構成要素のいずれかが、ＥＥＰ
ＲＯＭ３１４からＲＡＭ３１３上に展開されたＩＣカード用プログラムに従ったＣＰＵ３
１１からの命令によって動作することで実現される機能、又は機能する手段である。また
、ＩＣカード３は、図３に示されているＲＡＭ３１３及びＥＥＰＲＯＭ３１４によって構
築される記憶部３０００を有している。
【００８３】
　（ＩＣカードの各機能構成）
　次に、ＩＣカード３の各構成要素について説明する。取得・提供部３８は、図３に示さ
れているＣＰＵ３１１からの命令、アンテナコイル３３０によって実行され、電子黒板２
との間で、近距離通信により、データの取得及び提供を行なう。
【００８４】
　記憶・読出処理部３９は、図３に示されているＣＰＵ３１１からの命令によって実行さ
れ、記憶部３０００に各種データを記憶したり、記憶部３０００に記憶された各種データ
を読み出したりする処理を行う。更に、記憶部３０００には、専有端末の一例としてのＩ
Ｃカードを識別するための端末ＩＤが記憶されている。
【００８５】
　＜スマートフォンの機能構成＞
　図１１に示されているように、スマートフォン４は、取得・提供部４８、記憶・読出処
理部４９を有している。これら各部は、図４に示されている各構成要素のいずれかが、Ｅ
ＥＰＲＯＭ４０４からＲＡＭ４０３上に展開されたスマートフォン用プログラムに従った
ＣＰＵ４０１からの命令によって動作することで実現される機能、又は機能する手段であ
る。また、スマートフォン４は、図４に示されているＲＡＭ４０３及びＥＥＰＲＯＭ４０
４によって構築される記憶部４０００を有している。
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【００８６】
　（スマートフォンの各機能構成）
　次に、スマートフォン４の各構成要素について説明する。取得・提供部４８は、図４に
示されているＣＰＵ４０１からの命令、近距離通信回路４１９、アンテナ４１９ａによっ
て実行され、電子黒板２との間で、近距離通信により、データの取得及び提供を行なう。
【００８７】
　記憶・読出処理部４９は、図４に示されているＣＰＵ４０１からの命令によって実行さ
れ、記憶部４０００に各種データを記憶したり、記憶部４０００に記憶された各種データ
を読み出したりする処理を行う。なお、記憶部４０００には、専有端末の一例としてのス
マートフォン４を識別するための端末ＩＤが記憶されている。
【００８８】
　＜端末管理サーバの機能構成＞
　端末管理サーバ５は、送受信部５１、認証部５２、判断部５５、及び記憶・読出処理部
５９を有している。これら各部は、図５に示されている各構成要素のいずれかが、ＨＤ５
０４からＲＡＭ５０３上に展開された端末管理用プログラムに従ったＣＰＵ５０１からの
命令によって動作することで実現される機能又は機能する手段である。また、端末管理サ
ーバ５は、図５に示されているＨＤ５０４により構築される記憶部５０００を有している
。
【００８９】
　（端末管理テーブル）
　図１２（Ａ）は、端末管理テーブルを示す概念図である。記憶部５０００には、図１２
（Ａ）に示されているような端末管理テーブルによって構成されている端末管理ＤＢ５０
０１が構築されている。この端末管理テーブルでは、端末管理サーバ５によって管理され
る全ての専有端末（ＩＣカード３、スマートフォン４）を識別するための各端末ＩＤに対
して、各専有端末の所有者である利用者を識別するための利用者ＩＤ、及び利用者名が関
連付けられて管理される。
【００９０】
　（端末管理サーバの各機能構成）
　次に、端末管理サーバ５の各機能構成について詳細に説明する。なお、以下では、端末
管理サーバ５の各機能構成を説明するにあたって、図５に示されている各構成要素のうち
、端末管理サーバ５の各機能構成を実現させるための主な構成要素との関係も説明する。
【００９１】
　図１１に示されている端末管理サーバ５の送受信部５１は、図５に示されているＣＰＵ
５０１からの命令、及び図５に示されているネットワークＩ／Ｆ５０９によって実現され
、通信ネットワーク１００を介して他の端末、装置、又はシステムと各種データ（または
情報）の送受信を行う。
【００９２】
　認証部５２は、図５に示されているＣＰＵ５０１からの命令によって実現され、電子黒
板２から送られて来る端末ＩＤが、予め登録されている利用者の専有端末（ＩＣカード３
、スマートフォン４）であるかを判断する。
【００９３】
　判断部５５は、図５に示されているＣＰＵ５０１からの命令によって実現され、各種判
断を行なう。
【００９４】
　記憶・読出処理部５９は、図５に示されているＣＰＵ５０１からの命令、及び図５に示
されているＨＤＤ５０５によって実現され、記憶部５０００に各種データを記憶したり、
記憶部５０００に記憶された各種データを読み出したりする処理を行う。
【００９５】
　＜宛先管理サーバの機能構成＞
　宛先管理サーバ６は、送受信部６１、及び記憶・読出処理部６９を有している。これら
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各部は、図１１に示されている各構成要素のいずれかが、ＨＤ５０４からＲＡＭ５０３上
に展開された宛先管理用プログラムに従ったＣＰＵ５０１からの命令によって動作するこ
とで実現される機能又は機能する手段である。また、宛先管理サーバ６は、図５に示され
ているＨＤ５０４により構築される記憶部６０００を有している。
【００９６】
　（宛先管理テーブル）
　図１２（Ｂ）は、宛先管理テーブルを示す概念図である。記憶部６０００には、図１２
（Ｂ）に示されているような宛先管理テーブルによって構成されている宛先管理ＤＢ６０
０１が構築されている。この宛先管理テーブルでは、宛先管理サーバ６によって管理され
る全ての利用者を識別するための各利用者ＩＤに対して、各利用者のＰＣ１０の電子メー
ルアドレスが関連付けられて管理される。
【００９７】
　（宛先管理サーバの各機能構成）
　次に、宛先管理サーバ６の各機能構成について詳細に説明する。なお、以下では、宛先
管理サーバ６の各機能構成を説明するにあたって、図５に示されている各構成要素のうち
、宛先管理サーバ６の各機能構成を実現させるための主な構成要素との関係も説明する。
【００９８】
　図１１に示されている宛先管理サーバ６の送受信部６１は、図５に示されているＣＰＵ
５０１からの命令、及び図５に示されているネットワークＩ／Ｆ５０９によって実現され
、通信ネットワーク１００を介して他の端末、装置、又はシステムと各種データ（または
情報）の送受信を行う。
【００９９】
　記憶・読出処理部６９は、図５に示されているＣＰＵ５０１からの命令、及び図５に示
されているＨＤＤ５０５によって実現され、記憶部６０００に各種データを記憶したり、
記憶部６０００に記憶された各種データを読み出したりする処理を行う。
【０１００】
　＜メールサーバの機能構成＞
　メールサーバ７は、送受信部７１、及び記憶・読出処理部７９を有している。これら各
部は、図１１に示されている各構成要素のいずれかが、ＨＤ５０４からＲＡＭ５０３上に
展開された宛先管理用プログラムに従ったＣＰＵ５０１からの命令によって動作すること
で実現される機能又は機能する手段である。また、メールサーバ７は、図５に示されてい
るＨＤ５０４により構築される記憶部７０００を有している。
【０１０１】
　（メールサーバの各機能構成）
　次に、メールサーバ７の各機能構成について詳細に説明する。なお、以下では、メール
サーバ７の各機能構成を説明するにあたって、図５に示されている各構成要素のうち、メ
ールサーバ７の各機能構成を実現させるための主な構成要素との関係も説明する。
【０１０２】
　図１１に示されているメールサーバ７の送受信部７１は、図５に示されているＣＰＵ５
０１からの命令、及び図５に示されているネットワークＩ／Ｆ５０９によって実現され、
通信ネットワーク１００を介して他の端末、装置、又はシステムと各種データ（または情
報）の送受信を行う。
【０１０３】
　記憶・読出処理部７９は、図５に示されているＣＰＵ５０１からの命令、及び図５に示
されているＨＤＤ５０５によって実現され、記憶部７０００に各種データを記憶したり、
記憶部７０００に記憶された各種データを読み出したりする処理を行う。
【０１０４】
　＜ＰＣの機能構成＞
　図１１に示されているように、ＰＣ１０は、送受信部１１、受付部１２、表示制御部１
４、及び記憶・読出処理部１９を有している。これら各部は、図５に示されている各構成
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要素のいずれかが、ＨＤ５０４からＲＡＭ５０３上に展開された端末用プログラムに従っ
たＣＰＵ５０１からの命令によって動作することで実現される機能又は機能する手段であ
る。また、ＰＣ１０は、図５に示されているＨＤ５０４により構築される記憶部１０００
を有している。
【０１０５】
　（ＰＣの各機能構成）
　次に、ＰＣ１０の各構成要素について説明する。図１１に示されているＰＣ１０の送受
信部１１は、図５に示されているＣＰＵ５０１からの命令、及び図５に示されているネッ
トワークＩ／Ｆ５０９によって実現され、通信ネットワーク１００を介して他の端末、装
置、又はシステムと各種データ（または情報）の送受信を行う。
【０１０６】
　受付部１２は、主に、図５に示されているＣＰＵ５０１からの命令、並びにキーボード
５１１、及びマウス５１２によって実現され、利用者による各種入力を受け付ける。
【０１０７】
　表示制御部１４は、図５に示されているＣＰＵ５０１からの命令によって実現され、デ
ィスプレイ５０８に描画像等を表示させる。
【０１０８】
　記憶・読出処理部１９は、図５に示されているＣＰＵ５０１からの命令及びＨＤＤ５０
５によって実行され、記憶部１０００又は記録媒体１１００に各種データを記憶したり、
記憶部１０００又は記録媒体１１００に記憶された各種データを読み出したりする処理を
行う。記録媒体１１００は、図５に示されている記録メディア５０６によって実現される
。
【０１０９】
　＜＜実施形態の処理または動作＞＞
　以降、各実施形態の処理または動作について説明する。ここでは、図１において、ある
会議室で利用者Ａ，Ｂが電子黒板２ｘを利用して会議している場合であって、利用者Ａが
ログイン処理して、利用者Ａ，Ｂによる描画後に、電子黒板２ｘから各ＰＣ１０ａ，１０
ｂに描画像等の画像に係るデータを送信する場合について説明する。
【０１１０】
　〔第１の実施形態の処理または動作〕
　図１３至図１８を用いて、第１の実施形態の処理または動作を説明する。まずは、図１
３乃至図１５を用いて、利用者Ａが電子黒板２ｘに対して行なうログイン処理について説
明する。図１３は、ログイン処理を示したシーケンス図である。
【０１１１】
　図１５に示されているように、利用者Ａは電子黒板２ｘの電源スイッチ２２２を押下す
ると、表示制御部２４が、図１４（Ａ）に示されているように、ディスプレイ２２０上に
ログイン画面１７０を表示する（ステップＳ１１）。次に、図１５に示されているように
、利用者Ａが、電子黒板２ｘの近距離通信部２２１に、自己のＩＣカード３を近接すると
、電子黒板２ｘの取得・提供部２８が、ＩＣカード３の取得・提供部３８からＩＣカード
の端末ＩＤを取得する（ステップＳ１２）。なお、近距離通信部２２１は、図２に示され
ている近距離通信回路２１９及びアンテナ２１９ａ、並びにＣＰＵ２０１の処理によって
実現されている。そして、電子黒板２ｘの送受信部２１は、端末管理サーバ５に対して、
認証要求を送信する（ステップＳ１３）。この認証要求には、ステップＳ１２によって取
得された端末ＩＤが含まれている。これにより、端末管理サーバ５の送受信部５１は、認
証要求を受信する。
【０１１２】
　次に、端末管理サーバ５の認証部５２は、端末ＩＤを利用してＩＣカード３の認証を行
なう（ステップＳ１４）。具体的には、記憶・読出処理部５９は、ステップＳ１３によっ
て受信された端末ＩＤを検索キーとして、端末管理テーブル（図１２（Ａ）参照）におい
て、端末ＩＤに対応する利用者ＩＤを検索する。対応する利用者ＩＤがある場合には、認
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証部５２は、正当なＩＣカード（端末ＩＤ）であると判断する。対応する利用者ＩＤがな
い場合には、認証部５２は、正当なＩＣカード（端末ＩＤ）ではないと判断する。
【０１１３】
　次に、端末管理サーバ５の送受信部５１は、電子黒板２ｘに対して、認証結果を送信す
る（ステップＳ１５）。認証部５２が正当なＩＣカードであると判断した場合には、認証
結果に、正当である旨を示す情報、利用者ＩＤ及び利用者名が含まれている。また、認証
部５２が正当なＩＣカードでないと判断した場合には、認証結果に、正当でない旨を示す
情報が含まれている。これにより、電子黒板２ｘの送受信部２１は、認証結果を受信する
。
【０１１４】
　次に、電子黒板２ｘは、認証結果に基づく処理を行なう（ステップＳ１６）。この処理
の例として、認証結果が正当でない旨を示す情報を含んでいる場合には、表示制御部２４
は、ディスプレイ２２０上に、図１４（Ｂ）に示されているように、ログインできない旨
の表示を含むエラー画面１８０を表示する。また、認証結果が正当である旨を示す情報を
含んでいる場合には、ステップＳ１７の処理に進む。以降、正当である場合に関して、説
明を続ける。
【０１１５】
　電子黒板２ｘの送受信部２１は、宛先管理サーバ６に対して、電子メールアドレスの要
求を送信する（ステップＳ１７）。この要求には、上記ステップＳ１５によって受信され
た利用者ＩＤが含まれている。これにより、宛先管理サーバ６の送受信部６１は、電子メ
ールアドレスの要求を受信する。
【０１１６】
　次に、宛先管理サーバ６では、記憶・読出処理部６９が、ステップＳ１７によって受信
された利用者ＩＤを検索キーとして、宛先管理テーブル（図１２（Ｂ）参照）を検索する
ことにより、対応する電子メールアドレスを読み出す（ステップＳ１８）。そして、送受
信部６１は、電子黒板２ｘに対して要求結果を送信する（ステップＳ１９）。この要求結
果には、ステップＳ１８によって読み出された電子メールアドレスが含まれている。これ
により、電子黒板２ｘの送受信部２１は、要求結果を受信する。
【０１１７】
　次に、電子黒板２ｘの表示制御部２４は、図１０（Ｂ）に示されているメール送信元の
メールアドレス欄２８３において、電子黒板２のメールアドレスから、上記ステップＳ１
９によって受信された利用者Ａのメールアドレスに切り替える（ステップＳ２０）。但し
、この切り替えは、内部処理的に行なわれるため、図１０（Ｂ）に示されている電子メー
ル設定画面２８０を表示しなければ、利用者はメールアドレスが切り替わっていることを
把握することはできない。そして、表示制御部２４は、ディスプレイ２２０上に、図１４
（Ｃ）に示されているように、「ようこそ、Ｋａｔｏさん」等の描画を開始することがで
きる旨を示すティッカー(Ticker)を含む描画開始画面１９０を表示する（ステップＳ２１
）。この「Ｋａｔｏ」の文字は、ステップＳ１５によって受信された利用者名が利用され
ている。これにより、利用者Ａ，Ｂは、電子黒板２ｘに描画を行なうことができる。
【０１１８】
　続いて、図１６乃至図１８を用いて、利用者Ａ，Ｂが、電子黒板２ｘから、それぞれ自
己のＰＣ１０ａ，１０ｂに対して、描画像等の画像に係るデータを添付した電子メールを
送信する処理について説明する。図１６は、第１の実施形態における画像に係るデータの
通信処理を示したシーケンス図である。図１７は、利用者が電子黒板を利用する状態を示
したイメージ図である。
【０１１９】
　まず、利用者Ａ，Ｂは、電子ペン２５００を用いて、電子黒板２ｘに描画しながら会議
を進める（ステップＳ３１）。そして、電子黒板２ｘから各ＰＣ１０ａ，１０ｂに描画像
データを電子メールに添付して送信する場合、送信方法は大きく分けて２種類ある。
【０１２０】
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　まず、第１の送信方法は、既にログインしている利用者Ａが、図８（Ａ）に示されてい
る「メニュー」ボタン２３１を押下することでメニュー選択画面２３２を表示させ、更に
、図８（Ｂ）に示されている「メール送信」ボタン２３７を押下することで、図１０（Ａ
）に示されている宛先設定画面２７０を表示させることで、利用者Ａの電子メールアドレ
スを設定する方法である。このように、宛先設定画面２７０を表示させた場合、図１０（
Ａ）に示されているように、初めからアドレス設定欄２７４には、ログインした利用者Ａ
の電子メールアドレスが表示される。なお、「直接入力」タブ２７２を選択して、電子ペ
ン２５００等で自己の電子メールアドレスを入力してもよい。
【０１２１】
　次に、第２の送信方法は、ログインしていない利用者Ｂが、図１７に示されているよう
に、電子黒板２の近距離通信部２２１に自己のスマートフォン４を近接して、自己のＰＣ
１０ｂに電子メールを送信する方法である。ここで、以降、主に第２の送信方法について
説明する。
【０１２２】
　図１７に示されているように、利用者Ｂは、描画後に自己のスマートフォン４を電子黒
板２ｘの近距離通信部２２１に近接すると、電子黒板２ｘが描画像データを添付した電子
メールを送信する送信先の設定処理を行なう（ステップＳ３２）。この場合、電子黒板２
ｘの取得・提供部２８が、スマートフォン４の取得・提供部４８からスマートフォン４（
専有端末の一例）を識別するための端末ＩＤを取得する。ここで、図１８を用いて、電子
メールを送信する開始処理を詳細に説明する。図１８は、電子メールの送信の開始処理を
示すフローチャートである。
【０１２３】
　まず、利用者Ａが電子黒板２の近距離通信部２２１に自己のＩＣカード３を近接させる
ことで、図１７に示されているように、表示制御部２４がディスプレイ２２０上に宛先設
定画面２７０を表示させる（ステップＳ３２－１）。この宛先設定画面２７０のアドレス
設定欄２７４には、上記のように、既にログインした利用者Ａの電子メールアドレスが表
示されている。利用者Ａの電子メールアドレスは、上記ステップＳ１９によって、宛先管
理サーバ６から送られてきたものである。
【０１２４】
　次に、電子黒板２ｘの判断部２５は、取得・提供部２８によって端末ＩＤが取得された
かを判断する（ステップＳ３２－２）。そして、判断部２５が、取得・提供部２８によっ
て端末ＩＤが取得されたと判断した場合には（ＹＥＳ）、更に、この端末ＩＤは、ログイ
ンした専有端末を識別するためのＩＤであるかを判断する（ステップＳ３２－３）。そし
て、判断部２５が、ログインした専有端末の端末ＩＤであると判断した場合には（ＹＥＳ
）、図１６に示されている後述のステップＳ４０の処理に進む。一方、ステップＳ３２－
３において、判断部２５が、ログインした専有端末の端末ＩＤでないと判断した場合には
（ＮＯ）、図１６に示されている後述のステップＳ３３の処理に進む。
【０１２５】
　また、上記ステップＳ３２－２において、判断部２５が、取得・提供部２８によって端
末ＩＤが取得されていないと判断した場合には（ＮＯ）、電子黒板２ｘの受付部２２は、
図１０（Ａ）に示される登録アドレス帳欄２７３に表示されている電子メールアドレスの
選択を受け付けるか、または「直接入力」タブ２７２が選択された後に電子メールアドレ
スの入力を受け付ける（ステップＳ３２－４）。その後、図１６に示されているステップ
Ｓ４０の処理へ進む。
【０１２６】
　続いて、ステップＳ３２－３において、判断部２５が、ログインした専有端末の端末Ｉ
Ｄでないと判断した場合（ＮＯ）について、図１６に戻り、ステップＳ３３の処理以降の
説明を行なう。
【０１２７】
　電子黒板２ｘの送受信部２１は、端末管理サーバ５に対して、スマートフォン４の認証
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要求を送信する（ステップＳ３３）。この認証要求には、取得・提供部２８によって取得
されたスマートフォン４の端末ＩＤが含まれている。これにより、端末管理サーバ５の送
受信部５１は、認証要求を受信する。
【０１２８】
　次に、端末管理サーバ５の認証部５２は、端末ＩＤを利用してスマートフォン４の認証
を行なう（ステップＳ３４）。具体的には、記憶・読出処理部５９は、ステップＳ３３に
よって受信された端末ＩＤを検索キーとして、端末管理テーブル（図１２（Ａ）参照）に
おいて、端末ＩＤに対応する利用者ＩＤを検索する。対応する利用者ＩＤがある場合には
、認証部５２は、正当なスマートフォン４（端末ＩＤ）であると判断する。対応する利用
者ＩＤがない場合には、認証部５２は、正当なスマートフォン４（端末ＩＤ）ではないと
判断する。
【０１２９】
　次に、端末管理サーバ５の送受信部５１は、電子黒板２ｘに対して、認証結果を送信す
る（ステップＳ３５）。認証部５２が正当なスマートフォン（端末ＩＤ）であると判断し
た場合には、認証結果に、正当である旨を示す情報及び利用者ＩＤが含まれている。また
、認証部５２が正当なスマートフォン（端末ＩＤ）でないと判断した場合には、認証結果
に、正当でない旨を示す情報が含まれている。これにより、電子黒板２ｘの送受信部２１
は、認証結果を受信する。
【０１３０】
　次に、電子黒板２ｘは、認証結果に基づく処理を行なう（ステップＳ３６）。この処理
の例として、認証結果が正当でない旨を示す情報を含んでいる場合には、表示制御部２４
は、ディスプレイ２２０上に、メールが送信できない旨の表示を行なう。また、認証結果
が正当である場合には、電子黒板２ｘは、引き続き描画像データを送信するための処理を
進める。以降、正当である場合に関して、説明を続ける。
【０１３１】
　電子黒板２ｘの送受信部２１は、宛先管理サーバ６に対して、電子メールアドレスの要
求を送信する（ステップＳ３７）。この要求には、上記ステップＳ３５によって受信され
た利用者ＩＤが含まれている。ここでは、利用者Ｂの利用者ＩＤである。これにより、宛
先管理サーバ６の送受信部６１は、電子メールアドレスの要求を受信する。
【０１３２】
　次に、宛先管理サーバ６では、記憶・読出処理部６９が、ステップＳ３７によって受信
された利用者ＩＤを検索キーとして、宛先管理テーブル（図１２（Ｂ）参照）を検索する
ことにより、対応する電子メールアドレスを読み出す（ステップＳ３８）。そして、送受
信部６１は、電子黒板２ｘに対して要求結果を送信する（ステップＳ３９）。この要求結
果には、ステップＳ３８によって読み出された電子メールアドレスが含まれている。これ
により、電子黒板２ｘの送受信部２１は、要求結果を受信する。
【０１３３】
　次に、電子黒板２ｘの表示制御部２４は、図１４（Ｄ）に示されているように、アドレ
ス設定欄２７４に、既に表示している利用者Ａの電子メールアドレス(USER1@・・・)に加
え、新たに利用者Ｂの電子メールアドレス(USER2@・・・)を追加表示する（ステップＳ４
０）。
【０１３４】
　続いて、電子黒板２ｘの受付部２２が、利用者によって「送信」ボタン２７７の押下を
受けると、電子黒板２ｘの作成部２６ｂは、ビットマップ形式である描画像データから、
ＰＤＦ形式の画像データを作成する（ステップＳ４１）。そして、送受信部２１は、メー
ルサーバ７に対して、ステップＳ４１で作成された画像データを添付した電子メールを送
信する（ステップＳ４２）。この際、電子メールには、利用者Ａである送信元の電子メー
ルアドレス、及び上記ステップＳ３９によって受信された各電子メールアドレスであり送
信先のＰＣ１０ａ，１０ｂの各電子メールアドレスが含まれている。これにより、メール
サーバ７の送受信部７１は、ＰＤＦ形式の画像データが添付されている電子メールを受信
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する。即ち、この場合、ステップＳ２０により、送信元が電子黒板２ｘではなく利用者Ａ
の電子メールアドレスに変更されているため、利用者Ａとしては、自分から自分に電子メ
ールアドレスを送信することになる。また、利用者Ｂとしては、利用者Ａから自分に電子
メールアドレスが届くことになる。
【０１３５】
　次に、メールサーバ７の送受信部７１は、ＰＣ１０ａ，１０ｂに対して、ＰＤＦ形式の
画像データが添付された電子メールを送信する。（ステップＳ４３，Ｓ４４）。この際、
電子メールには、利用者Ａである送信元の電子メールアドレス、及び上記ステップＳ３９
によって受信された各電子メールアドレスであり送信先のＰＣ１０ａ，１０ｂの各電子メ
ールアドレスが含まれている。これにより、ＰＣ１０ａ，１０ｂは、それぞれＰＤＦ形式
の画像データが添付された電子メールを受信する。
【０１３６】
　＜＜実施形態の主な効果＞＞
　以上説明したように、電子黒板２ｘから、電子メールに添付して描画像等の画像に係る
データを送信する場合、電子メールの送信元の電子メールアドレスが電子黒板２ｘの電子
メールアドレスとなると、送信先（受信側）の利用者Ａ，Ｂは、誰との会議等に参加して
いた際の画像に係るデータが届いたのかを把握しづらい。また、電子黒板２ｘ側で、利用
者Ａが送信元の電子メールアドレスを、電子黒板２ｘの電子メールアドレスから会議等の
参加者である利用者Ａの電子メールアドレスに変更してもよいが、電子ペン２５００等の
操作による変更手続きが面倒である。これに対して、本実施形態によれば、利用者Ａがロ
グイン処理の際に電子黒板２ｘの近距離通信部２２１にＩＣカード３を近接することで（
ステップＳ１２参照）、電子黒板２ｘは宛先管理サーバ６から利用者Ａの電子メールアド
レスを入手することができる（ステップＳ１９参照）。このように、利用者Ａの手間を軽
減しながらも、電子メールの送信元の電子メールアドレスを会議等に参加していた利用者
Ａの電子メールアドレスとすることで、送信先（受信側）の利用者Ａ，Ｂは、誰との会議
等に参加していた際の画像に係るデータが届いたのかを把握しやすくなるという効果を奏
する。
【０１３７】
　〔第２の実施形態の処理または動作〕
　次に、図１９を用いて、第２の実施形態の処理または動作を説明する。図１９は、第２
の実施形態における画像に係るデータの通信処理を示したシーケンス図である。なお、本
実施形態は、図１３に示されている第１の実施形態のステップＳ１３，Ｓ１４の処理に代
えて、ステップＳ１１３～Ｓ１１７の処理を実行するため、以降、ステップＳ１１３～Ｓ
１１７の処理について説明する。なお、端末管理サーバ５は複数設置されていてもよい。
【０１３８】
　まず、図１１に示されているステップＳ１２において、電子黒板２ｘの取得・提供部２
８が、ＩＣカード３の取得・提供部３８からＩＣカードの端末ＩＤを取得した場合、図１
９において、電子黒板２ｘの送受信部２１は、端末管理サーバ５に対して、接続キーｋ１
を送信する（ステップＳ１１３）。これにより、端末管理サーバ５の送受信部５１は、接
続キーｋ１を受信する。この接続キーｋ１は、認証する情報を保持している端末管理サー
バ５のクライアントとして発行されるものであり、あらかじめ電子黒板２ｘの記憶部２０
００に記憶されている。
【０１３９】
　一方、端末管理サーバ５側の記憶部５０００にも、発行された接続キーｋ２が保存され
ている。そして、端末管理サーバ５の判断部５５は、受信された接続キーｋ１と保存され
ている接続キーｋ２が同じであるか否かを判断することで、アクセス可否の判断を行なう
（ステップＳ１１４）。接続キーｋ１と接続キーｋ２が同じ場合には、判断部５５はアク
セス可能であると判断する。接続キーｋ１と接続キーｋ２が同じでない場合には、判断部
５５はアクセス不可能であると判断する。
【０１４０】
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　次に、端末管理サーバ５の送受信部５１は、電子黒板２ｘに対して、判断結果を送信す
る（ステップＳ１１５）。判断部５５がアクセス可能であると判断した場合には、判断結
果に、アクセス可能である旨を示す情報、及びアクセス情報ａ１が含まれている。また、
判断部５５がアクセス不可能であると判断した場合には、判断結果に、アクセス不可能で
ある旨を示す情報が含まれている。これにより、電子黒板２ｘの送受信部２１は、判断結
果を受信する。なお、アクセス情報ａ１は、例えば、１６文字、３２文字、６４文字など
の一意のランダムな英数字列であり、判断部５５によってアクセス可能であると判断され
た場合に、続けて、判断部５５によって生成される情報である。生成されたアクセス情報
ａ１は、記憶・読出処理部５９によって記憶部５０００に一時的に記憶される。
【０１４１】
　次に、電子黒板２ｘは、判断結果に基づく処理を行なう（ステップＳ１１６）。この処
理の例として、判断結果がアクセス不可能である旨を示す情報を含んでいる場合には、表
示制御部２４は、ディスプレイ２２０上に、アクセス不可能である旨の表示を行なう。ま
た、判断結果がアクセス可能である旨を示す情報を含んでいる場合には、ステップＳ１１
７の処理に進む。以降、アクセス可能である場合に関して、説明を続ける。
【０１４２】
　電子黒板２ｘの送受信部２１は、端末管理サーバ５に対して、認証要求を送信する（ス
テップＳ１１７）。この認証要求には、ステップＳ１２によって取得された端末ＩＤ、及
びアクセス情報ａ２が含まれている。これにより、端末管理サーバ５の送受信部５１は、
認証要求を受信する。
【０１４３】
　次に、端末管理サーバ５の認証部５２は、アクセス情報ａ２及び端末ＩＤを利用してＩ
Ｃカード３の認証を行なう（ステップＳ１１８）。具体的には、判断部５５が、受信され
たアクセス情報ａ２と、記憶部５０００に一時的に記憶されているアクセス情報ａ１とが
一致しているか否かを判断し、一致していると判断した場合には、更に、上述のステップ
Ｓ１４と同様に、認証部５２が認証の処理を実行する。一方、判断部５５が、受信された
アクセス情報ａ２と、記憶部５０００に一時的に記憶されているアクセス情報ａ１とが一
致していないと判断した場合には、認証部５２による認証の処理を実行せずに、送受信部
５１が、電子黒板２ｘに対して、正当でない旨を示す情報を送信する。この処理以降は、
第１の実施形態におけるステップＳ１４以降の処理と同様であるため、説明を省略する。
【０１４４】
　なお、ステップＳ１１４の処理後に、送受信部５１は、アクセス情報を暗号化してから
ステップＳ１１５の送信を行なってもよい。
【０１４５】
　＜本実施形態の主な効果＞
　以上説明したように、本実施形態によれば、端末管理サーバ５は、端末ＩＤを利用した
認証だけでなく、電子黒板２ｘ（共有端末）がライセンスされた正当な端末であるか否か
を判定することができるため、第１の実施形態に加えて、更にセキュリティが確保された
通信システムを提供することができるという効果を奏する。
【０１４６】
　また、端末管理サーバ５が複数存在する場合、電子黒板２ｘは、ステップＳ１１４でア
クセス情報を生成していない端末管理サーバに認証要求を送信したときには、アクセス不
可であることが応答されるため、認証による正当性を強化することができるという効果を
奏する。
【０１４７】
　〔第３の実施形態の処理または動作〕
　次に、図２０を用いて、第３の実施形態の処理または動作を説明する。図２０は、第３
の実施形態における画像に係るデータの通信処理を示したシーケンス図である。なお、本
実施形態は、電子黒板２ｘ、端末管理サーバ５、及び宛先管理サーバ６をまとめて設置し
た場合のネットワーク環境下における通信方法を示している。また、本実施形態は、図１
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６に示されている第１の実施形態のステップＳ３３～Ｓ３９の処理に代えて、ステップＳ
１３３～Ｓ１３８の処理を実行するため、以降、ステップＳ１３３～Ｓ１３８の処理につ
いて説明する。
【０１４８】
　まず、図１８に示されているステップＳ３２－１において、判断部２５が端末ＩＤを取
得したと判断した場合（ＹＥＳ）、図２０において、電子黒板２ｘの送受信部２１は、端
末管理サーバ５に対して、電子メールアドレスの要求を送信する（ステップＳ１３３）。
この電子メールアドレスの要求には、取得・提供部２８によって取得されたスマートフォ
ン４の端末ＩＤが含まれている。これにより、端末管理サーバ５の送受信部５１は、電子
メールアドレスの要求を受信する。
【０１４９】
　次に、端末管理サーバ５の認証部５２は、端末ＩＤを利用してスマートフォン４の認証
を行なう（ステップＳ１３４）。具体的には、記憶・読出処理部５９は、ステップＳ１３
３によって受信された端末ＩＤを検索キーとして、端末管理テーブル（図１２（Ａ））に
おいて、端末ＩＤに対応する利用者ＩＤを検索する。対応する利用者ＩＤがある場合には
、認証部５２は、正当なスマートフォン（端末ＩＤ）であると判断する。対応する利用者
ＩＤがない場合には、認証部５２は、正当なスマートフォン（端末ＩＤ）ではないと判断
する。
【０１５０】
　次に、認証部５２が正当でないと判断した場合には、送受信部５１は、電子黒板２ｘに
対して、正当でない旨の情報を含む認証結果を送信する（ステップＳ１３５）。これによ
り、電子黒板２ｘの送受信部２１は、認証結果を受信する。この場合、認証結果が正当で
ない旨を示す情報を含んでいるため、電子黒板２ｘの表示制御部２４は、ディスプレイ２
２０上に、メールが送信できない旨の表示を行なう（ステップＳ１３６）。
【０１５１】
　一方、ステップＳ１３４において、認証部５２が正当なスマートフォン（端末ＩＤ）で
あると判断した場合には、送受信部５１は、第１の実施形態と異なり、宛先管理サーバ６
に対して、電子メールアドレスの要求を送信する（ステップＳ１３７）。この要求には、
上記ステップＳ１３４の検索で、端末ＩＤに対応した利用者ＩＤが含まれている。これに
より、宛先管理サーバ６の送受信部６１は、電子メールアドレスの要求を受信する。なお
、本実施形態のように、電子黒板２ｘ、端末管理サーバ５及び宛先管理サーバ６をまとめ
て設置する場合には、第１の実施形態のように、既に設置されている端末管理サーバ５の
従前の処理を極力変更しないようにしたいという要望がないため、端末管理サーバ５は電
子黒板２ｘに代わって宛先管理サーバ６に電子メールアドレスを要求している。
【０１５２】
　次に、宛先管理サーバ６では、記憶・読出処理部６９が、ステップＳ１３７によって受
信された利用者ＩＤを検索キーとして、宛先管理テーブル（図１２（Ｂ）参照）を検索す
ることにより、対応する電子メールアドレスを読み出す（ステップＳ１３８）。そして、
送受信部６１は、電子黒板２ｘに対して要求結果を送信する（ステップＳ１３９）。この
要求結果には、ステップＳ１３８によって読み出された電子メールアドレスが含まれてい
る。これにより、電子黒板２ｘの送受信部２１は、要求結果を受信する。以上によって、
電子黒板２ｘは、近距離通信部２２１にスマートフォン４を近接した利用者Ａの電子メー
ルアドレスを取得することができる。
【０１５３】
　＜本実施形態の主な効果＞
　以上説明したように、本実施形態によれば、端末管理サーバ５が電子黒板２ｘに代わっ
て、宛先管理サーバ６に対して電子メールアドレスの要求を行なうため（ステップＳ１３
７参照）、上記第１の実施形態の効果に加えて、電子黒板２ｘの処理の負担を更に軽減す
ることができるという効果を奏する。
【０１５４】
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　＜その他＞
　図２に示されているＣＰＵ２０１等の各構成要素は、単一であってもよく複数であって
もよい。図３に示されているＩＣカード３、図４に示されているスマートフォン４、図５
に示されている端末管理サーバ５等を構成するＰＣ等、図６に示されているＭＦＰ９、及
び図７に示されているビデオ会議端末１３についても同様に、各構成要素は、単一であっ
てもよく複数であってもよい。
【０１５５】
　上述の実施形態における各機能は、一又は複数の処理回路によって実現することが可能
である。ここで、本実施形態における「処理回路」は、電子回路により実装されるプロセ
ッサのようにソフトウェアによって各機能を実行するようプログラミングされたプロセッ
サや、上述した各機能を実行するよう設計されたASIC(Application Specific Integrated
 Circuit)、DSP（digital signal processor）、FPGA（field programmable gate array
）、SOC(System on a chip)、GPU、及び従来の回路モジュール等のデバイスを含む。
【符号の説明】
【０１５６】
１　通信システム
２ｘ　電子黒板（共有端末の一例）
２ｙ　電子黒板（共有端末の一例）
３　ＩＣカード（専有端末の一例）
４　スマートフォン（専有端末の一例）
５　端末管理サーバ
６　宛先管理サーバ
７　メールサーバ
８　印刷サーバ
１１ａ　ＰＣ（個人端末の一例）
１１　ＰＣ（個人端末の一例）
１２　ＭＦＰ（印刷装置の一例）
１３　ビデオ会議端末
２１　送受信部（送信手段の一例、受信手段の一例）
２２　受付部
２３　画像・音処理部
２４　表示制御部（表示制御手段の一例）
２５　判断部
２６ａ　作成部
２６ｂ　作成部（作成手段の一例）
２８　取得・提供部（取得手段の一例）
２９　記憶・読出処理部
５１　送受信部
５２　認証部
５９　記憶・読出処理部
６１　送受信部
６９　記憶・読出処理部
５００１　端末管理ＤＢ
６００１　宛先管理ＤＢ
１００　通信ネットワーク
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１５７】
【特許文献１】特開２００１－２９２２６６号公報
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